
なぜ「あいサポーター養成講座」を
受講されたのですか？

　関西みらい銀行西宮支店では、「金融+で、
未来をプラスに。」をグループパーパス（※）
に掲げており、本来の金融業務に加えて、地
域の皆さんの未来を豊かにする、役に立てる
ような取組を模索していました。講座は、市
役所への問合せで知りましたが、我々にとっ
ても大事なことであると判断し、支店員全員
で受講することにしました。

ちょっとの工夫がうれしい あいサポーター養成講座 メッセンジャー 玉木さん
　障害のある人の中には、行きたい場所ややりたいことが
あっても最初から諦めてしまったり、暮らしの中に障壁を
感じてしまう人がたくさんいます。しかし、その都度相談
し、話し合いをすれば「ちょっとした工夫」で実現できる
ことがあるかもしれません。
　「合理的配慮の提供」とは、誰もが暮らしやすい社会を
実現するための工夫です。障害のある人と事業者が対話を
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通して、何かできることがないかを考えていくことが大切
です。障害の有無に関係なく、相手の立場に立って考えて
行動することで、おのずと誰もが暮らしやすい社会になっ
ていくのではないでしょうか。
　今回の法改正をきっかけに、一人一人が"誰もが暮らし
やすい社会"について考える機会が増え、その人らしい暮
らしを実現できる社会になるとうれしいです。

皆さんの"ちょっと"を

お待ちしています！

あいサポーター養成講座

"ちょっと"意識しています！
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関西みらい銀行西宮支店を取材
　昨年6月に、あいサポーター養成講座（以下、講座）を受講し、「あいサポート企業」に認定された関西みらい銀行西宮支店。
講座を受講したきっかけや受講後の変化について、支店長の影山さんに聞きました。

障害福祉課（０７９８・３５・３１４７）問

　令和３年（2021年）に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合
理的配慮の提供」が、今年の4月1日から義務化されます。誰もが暮らしやすいまちづく
りは難しいことではありません。"ちょっと"意識した取組を行う企業の事例を紹介します。

講座はいかがでしたか？

　講座のメッセンジャー（講師）の玉木さん
は、肢体に障害のある車いす利用者で、活動
的に多方面で活躍している人でした。講座で
は、障害のある当事者視点からの話や「障害
の有無にかかわらず
一人一人違って当
然、まずは何に困っ
ているのかを知ろう
とすることが大事」
といったことを教え

　法の改正は行内でも周知がありますが、事
前に講座を受けたことで、知識としてだけで
なく現場での実践につながっています。また、
ちょっとの工夫が、障害のある人への接し方
の壁や障害のある人が暮らしの中で感じる暮
らしにくさを減らすのだと実感しています。
このような考え方や取組が社会全体に広まれ
ば、より良い社会の実
現に近づくと思います。
　市民の皆さんと接す
る機会の多い銀行だか
らできることを、これ
からも実践していこう
と思います。

　以前は、障害のある利用者へ対応するとき
には、何か特別な対応をしなければならない
と身構える、そんな意識が潜在的にあったの
ではと思います。受講後は、変に意識するの
ではなく、他の利用者
と同じように要望を聞
き取り対応する、そん
な当たり前のことが自
然にできるようになっ
たと思います。

受講後に感じる変化はありますか？

（※）企業の目的や指針、存在意義を表す言葉

障害のある人やその親などが、企業の従業員や団体、個人を
対象に実施しており、障害への理解を深められる講座。あい
サポート企業の認定も。受講料無料。詳しくは西宮市社会福
祉協議会（０７９８・２３・１１４２）へ確認を

「できることをちょっとずつ」が
暮らしやすい社会へのキーワード

身構えない自然な対応に

まずは「知る」ことが大事

４月から改正法が施行されますね

てもらいました。直接話を聞くことで、障害
のある人に対して何も難しく考えることはな
いと気付きました。玉木さんの人柄もあり、
近い距離感で学ぶことができました。

事業者へ物品購入や改修費用を助成

ちょっとちょっとで変わるで変わる暮らし暮らしやすやすささ

行 内 に は 工 夫 が い っ ぱ い ！

市は、障害のある人の社会参加を進めるため、簡易スロープ
の設置・点字メニューの作成・筆談ボードの購入などを行
う費用の一部を助成しています。助成を受けるためには、事
前の申請が必要です。詳しくは市のホームページで確認を

市は、令和2年（2020年）から「西宮市障害者共生条例」を制定し、誰もが暮らしやすいまちづくりに取り組んでいます。詳しくは HP 93026819

ぜ ひ 受講を！ ぜ ひ 活用を！

▲受講の様子

▲認定証を持つ影山支店長▲取材の様子

◀ATMコーナー
　に点字ブロッ
　ク・机を設置。
　封筒は手前の
　低い位置に ▲入口に一番近い待合席

　を優先シートに
▲窓口に、聴覚障害のあ
　る人へのメッセージ

発行：西宮市（〒662－8567六湛寺町10－３）☎総合コールセンター（0798・36・5000）　   　　
編集：広報課（0798・35・3400）　配布：シルバー人材センター（0120・72・4833）

Nishinomiya City News

  令和６年（２０２４年） 号１６６１
25 ３ 

2025年に市制施行100周年を迎えます！
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100周年インスタ開設してるよ！


